スポーツ活動等での旧学校施設利用に関する方針


１　スポーツ活動等での旧学校施設利用の目的
　（１）西部・東部における町内の公共的団体のスポーツ活動等を行う場所の確保
　（２）中央部・西部・東部の町内の公共的団体に対する行政サービスの均一化
（３）新たな利活用方法が定まるまでの間、旧学校施設の有効活用

２　利用可能施設
	　名称
	屋内運動場
	屋外運動場

	旧彦部小学校
	×
	◯

	旧佐比内小学校
	◯
	◯

	旧赤沢小学校
	×
	◯

	旧長岡小学校
	◯
	×



３　貸付日
　12月28日から翌年１月３日を除いた日

４　貸付時間帯
　午前５時から午後９時まで

５　貸付料（使用料）
屋内運動場　410円/時間（照明料金込み）
屋外運動場　120円/時間

６　貸付対象
　（１）町内の公共的団体が行う「スポーツ活動」
　（２）町内の公共的団体が行う「レクリエーション活動」
　（３）町内の公共的団体が行う「文化芸術に関する活動」

７　無償貸付又は減額貸付団体
（１）無償貸付　町、体協、町内スポーツ少年団、旧学校施設の通学区域内の団体
（２）減額貸付　特定非営利活動法人
　（３）全額徴収　それ以外の団体

８　使用方法
　（１）電話・メールでの空き状況確認
　（２）予約
　（３）貸付申込（使用しようとする１４日前まで）
　（４）料金徴収（無償貸付団体は不要）
　（５）施設使用
　（６）使用日誌の記載
９　施設管理方法
（１）管理者の設置について
　　無人施設として管理
　（２）カギの管理について
施設入口付近に設置されているダイヤル式キーボックスまたはダイヤル式キーボックスにて管理を行う。なお、キーボックスのパスワードは定期的に変更する。
　（３）施設のメンテナンスについて
　　①屋内運動場、屋外運動場の清掃・整備について
　　　原則、利用団体が利用終了後に備え付けの清掃・整備用具で行う。
　　②専門業者によるメンテナンス
施設維持に必要な範囲で町が行う。
③施設・設備の修繕、更新について
　　　経年劣化による施設、設備の破損は、町が必要に応じて、修繕、利用停止措置を行う。
　（４）電気・水道・トイレの利用について
　　①電気について
　　　料金に含まれているため、使用して差し支えない。
　　②水道について
　　　飲料水以外での使用は差し支えない。
　　③トイレについて
　　　原則、施設内のトイレを使用すること。
　　※冬期間は、旧赤沢・長岡小学校については体育館内のトイレを使用すること。
　　　旧佐比内小学校については、体育館通路のクラブハウスのトイレを使用すること。
　（５）ヒーターの使用について
　　利用者が灯油の補給を行う。

10　施設利用上のルール
　（１）申込み内容以外のことで使用しないこと。
（２）他人、他団体へ転貸しないこと。
（３）施設、設備を損傷、汚損、亡失、改造しないこと。
（４）施設、設備を損傷、汚損、亡失した場合は直ちに届け出ること。
（５）旧学校施設の管理上必要な指示に従うこと。

11　その他
　（１）公用等で使用する場合、予約、使用申込を取り消す場合がある。
　（２）利用団体に暴力団または暴力団関係者が含まれていると判明した場合は予約、使用申込を取り消す。
　（３）屋内運動場は禁煙とする。屋外運動場はその限りではないが、喫煙スペースを設けないため、周囲に配慮の上、喫煙すること。
　（４）スポーツ活動等で発生したゴミは持ち帰ること。
　（５）屋内運動場において、火気の持ち込みは認めない。
